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平成２１年８月３日

文部科学省共済組合組合員の皆様へ

文部科学省共済組合本部

高額介護合算療養費の支給申請について

本年８月から、高額介護合算療養費の支給申請が始まりました。

、 （ ） 、高額介護合算療養費とは 共済組合の組合員及びその被扶養者 医療保険上の世帯 で

医療保険（共済組合）と介護保険の自己負担額を合算して、算定基準額（負担限度額）を

超えたときに支給されるものです。

○計算対象期間

前年８月１日から７月３１日までの「高額介護合算療養費」の対象となる計算期間は

です。期間

ただし、平成２０年度については、計算期間の途中である４月１日から施行された

ため、平成２０年４月１日から平成２１年７月３１日までの１６ヶ月間と、平成２０

年８月１日から平成２１年７月３１日までの１２ヶ月間の計算結果を比較して、高い

方の額が支給されます。

＊医療に係る自己負担額又は介護に係る自己負担額のいずれかが０円である場合は

支給されません。

また、自己負担額の合算額から自己負担限度額を控除したとき５００円以上となる

場合に限り、支給されます。

○自己負担額

①医療に係る自己負担額

保険給付の対象となる療養について、定率の負担割合に応じた一部負担金等の額＊

の合算額です。

ただし、自己負担が高額になったときに、共済組合から「高額療養費]及び「一部負

担金払戻金 （又は「家族療養費附加金 ）が支給されますので、算定対象となる自己」 」

負担額は、これら となります。「高額療養費」等を控除した額の合算額

＊入院時の食事負担や差額ベット代等は対象となりません。

また、７０歳未満の者が受けた療養にあっては、１人１ヶ月同一病院・薬局など

１件２１，０００円未満は除かれます。

②介護に係る自己負担額

介護サービスに係る利用者負担額

ただし、高額介護サービス費又は高額介護予防サービス費の支給を受けることがで

きる場合には当該支給額を控除した額となります。
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○申請の手続き

①自己負担額証明書の申請

「高額介護合算療養費支給申請書兼自己負ア 組合員は、介護保険者（市区町村）に

を提出し の交付を受けてください。担額証明書交付申請書」 「自己負担額証明書」、

＊介護保険者への申請書は各市区町村の介護保険担当窓口にてご確認ください。

イ 計算対象期間途中に医療保険及び介護保険が変更になった方は、加入していたす

べての保険者から の交付を受けてください。「自己負担額証明書」

②支給申請書の提出

ア 組合員は に、「高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」

を添付して各支部共済担当係に申請してください。「自己負担額証明書」

＊共済組合への申請書は各支部共済担当係にございます。

イ ７月３１日時点で共済組合の組合員資格を喪失している方は、介護保険者及び共

「自己負担額証明書」 ７月３１日現在加入済組合に申請し交付された を添付して、

することになります。している医療保険者に申請

○支給について

組合員からの支給申請により、計算した結果に基づき、支給決定通知書を交付し、

高額介護合算療養費が支給されます。

【参考】高額介護合算療養費における世帯の算定基準額（自己負担限度額）

(年額：前年８月～７月）

自己負担限度額（医療保険＋介護保険）

区 分

７０歳未満 ７０歳以上

現役並み所得者 １２６万円 ６７万円

上 位 所 得 者 （１６８万円） （８９万円）

（２２／７まで、それ以降６２万円）一 般 ６７万円 ５６万円

（８９万円） （７５万円）

・ 現役並み所得者は、７０歳以上で標準報酬月額が２８万円以上、かつ、年収が５２０

万円（単身者は３８３万円）以上の者。

・ 上位所得者は、７０歳未満で標準報酬月額が５３万円以上の者。

・ 他に低所得者の方の負担限度額があります。

＊表中（ ）内の金額は、初年度の経過措置による限度額(２０年４月～２１年７月）

～申請手続き等詳細については、所属支部共済担当係へお尋ねください～


